
　10
月
か
ら
料
金
体
系
を
市
内
統
一

　
こ
れ
ま
で
旧
町
ご
と
に
料
金
体
系
が

異
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
新
し
い
料
金

体
系
は
基
本
料
金
か
ら
超
過
し
た
場

合
、
超
過
量
が
多
く
な
る
ほ
ど
単
価
が

上
が
る
「
逓
増
（
て
い
ぞ
う
）
型
料
金

体
系
」
に
統
一
し
ま
す
。
【
表
１
・
２
】

　
例
え
ば
上
水
道
（
口
径
20
㎜
以
下
）

の
場
合
、
超
過
量
が
30
㎥
以
下
な
ら

１
６
０
円
／
㎥
で
す
が
、
超
過
量
が
31

㎥
に
な
る
と
１
７
０
円
／
㎥
に
な
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
使
用
水
量
や
水
道
管
口

径
に
よ
っ
て
１
㎥
当
た
り
の
単
価
が
異

な
り
ま
す
。
こ
の
料
金
体
系
に
よ
っ

て
、
た
く
さ
ん
水
を
使
う
ほ
ど
割
高
に

な
り
ま
す
が
、
使
用
量
を
抑
え
る
ほ
ど

単
価
も
低
く
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
家
庭
で
の
節
水
に
も
つ
な
が
る
料

金
体
系
で
す
。

　経
過
措
置
で
段
階
的
に
調
整

　
料
金
は
平
成
21
年
10
月
か
ら
改
定
し

ま
す
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
今
の
料
金
と

新
料
金
と
の
間
に
大
き
な
差
が
生
じ
る

使
用
者
が
出
る
た
め
、
統
一
料
金
に
移

行
す
る
ま
で
の
経
過
措
置
と
し
て
、
上

が
る
方
も
下
が
る
方
も
段
階
的
に
調
整

を
行
い
ま
す
。
【
表
３
】

　
新
旧
の
料
金
を
計
算
（
消
費
税
抜

き
）
し
、
そ
の
差
額
に
対
し
て
増
減
に

か
か
わ
ら
ず
調
整
率
を
乗
じ
る
こ
と
で

大
幅
な
増
減
を
緩
和
し
て
い
き
ま
す
。
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上下水道料金を改定します
　南丹市水道審議会の答申を受け、条例の改正案が平成20年第４回
定例会（12月議会）で可決されました。今年の10月請求（９月使
用分）から南丹市の水道料金（上水道、簡易水道）と下水道使用料
（公共下水道、農業集落排水）を改定します。
　この改定は、合併後の公平性を保つために市内全体で制度の統一
を図るもので、今の料金体系と大きな差が生じる場合があるため段
階的に調整をしていきます。そして平成24年４月には、統一の料金
体系に完全移行することになります。

※蛇口を全部閉めていてもパイロットが
まわっている場合は、漏水の可能性が
あります。

１０月から
　
こ
の
経
過
措
置
に
よ
っ
て
、
使
用
料

収
入
の
安
定
化
を
図
り
、
会
計
の
安
定

的
運
営
に
努
め
ま
す
。

　下
水
道
負
担
金
の
改
定

　
公
共
下
水
道
、
特
定
環
境
保
全
公
共

下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
の
受
益
者
負

担
金
・
分
担
金
（
新
た
に
排
水
設
備
を

接
続
す
る
際
に
必
要
な
負
担
金
・
分
担

金
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
ご
と
に
統
一

し
ま
す
。
な
お
、
現
在
整
備
途
中
の
公

共
下
水
道
に
つ
い
て
は
、
経
過
措
置
を

設
け
ま
す
。

■
公
共
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金

・
一
般
家
庭

　
均
等
割
15
万
円

　
宅
地
面
積
１
㎡
当
た
り
５
０
０
円
　

　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
限
50
万
円
）

・
事
業
所
な
ど

　
均
等
割
30
万
円

　
建
築
面
積
１
㎡
当
た
り
５
０
０
円

・
共
同
住
宅
（
８
戸
以
上
）

　
均
等
割
２
万
円
（
１
戸
当
た
り
）

　
建
築
面
積
１
㎡
当
た
り
５
０
０
円

■
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
お

よ
び
農
業
集
落
排
水
事
業

・
新
規
加
入
分
担
金
75
万
円

　そ
の
ほ
か
の
改
定
に
つ
い
て

　
水
道
料
金
で
は
、
用
途
別
料
金
体
系

は
廃
止
し
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の
使
用
料

を
設
け
る
こ
と
を
統
一
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
下
水
道
使
用
料
で
は
、
水
道

水
以
外
の
水
を
使
用
さ
れ
る
方
や
、
水

道
水
と
水
道
水
以
外
の
水
を
併
用
し
て

使
用
さ
れ
る
方
の
汚
水
量
の
計
算
方
法

を
統
一
し
ま
し
た
。
水
道
水
以
外
の
水

の
み
を
使
用
さ
れ
る
場
合
は
、
１
世
帯

１
使
用
月
に
つ
き
10
㎥
と
し
、
１
人
増

す
ご
と
に
５
㎥
を
加
算
し
た
量
を
汚
水

量
と
し
ま
す
。
併
用
使
用
の
場
合
は
、

水
道
水
以
外
で
使
用
し
た
汚
水
量
の
２

分
の
１
に
、
水
道
使
用
水
量
を
加
え
た

量
が
１
使
用
月
の
汚
水
量
と
な
り
ま

す
。

　
こ
れ
ま
で
は
旧
町
ご
と
に
料
金
格
差

が
あ
り
、
公
平
性
を
確
保
す
る
こ
と
は

合
併
し
た
南
丹
市
の
課
題
で
し
た
。
新

た
な
料
金
体
制
へ
の
統
一
に
、
皆
さ
ん

の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

　水
漏
れ
・
破
損
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
配
水
管
か
ら
各
家
庭
に
設
置
し
て
い

る
水
道
メ
ー
タ
ー
ま
で
を
南
丹
市
の
管

理
部
分
と
し
、
水
道
メ
ー
タ
ー
か
ら
屋

内
側
に
つ
い
て
は
使
用
者
の
管
理
部
分

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
分
の
水
道

管
に
水
漏
れ
や
破
損
が
あ
れ
ば
、
余
分

な
水
道
料
金
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
前
月
に
比
べ
て
急
に
水
道
料
金
が

増
え
た
よ
う
な
と
き
は
、
漏
水
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
漏
水
を
発
見
す
る
に
は
、
家
の
中
の

水
道
を
使
わ
な
い
よ
う
蛇
口
を
全
部
閉

め
て
水
道
メ
ー
タ
ー
を
確
認
し
ま
す
。

水
道
メ
ー
タ
ー
の
回
転
指
標 

（
パ
イ
ロ

ッ
ト
【
下
図
】
）
が
止
ま
っ
て
い
る
場

合
は
異
常
あ
り
ま
せ
ん
。
パ
イ
ロ
ッ
ト

が
ま
わ
っ
て
い
る
場
合
は
、
ど
こ
か
で

漏
水
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
漏
水
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
給

水
装
置
工
事
事
業
者
へ
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
水
道
の
漏
水
は
水
道
料
金
の
負

担
だ
け
で
な
く
、
湿
気
な
ど
で
家
屋
に

被
害
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
な
り
ま
す
の

で
、
早
急
に
修
理
を
依
頼
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
漏
水
個
所
に
よ
っ
て
は
減

【図】

【表3】

免
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ

い
て
は
上
水
道
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　
水
は
大
切
な
資
源
で
す
。
日
ご
ろ
か

ら
節
水
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
下
水
道
は
み
ん
な
で
使
う
公

共
の
財
産
で
す
。
台
所
か
ら
出
る
残
飯

や
廃
油
な
ど
は
排
水
管
の
つ
ま
り
の
原

因
に
な
り
ま
す
の
で
流
さ
な
い
で
く
だ

さ
い
。
整
備
が
済
ん
だ
地
域
の
方
で
ま

だ
未
接
続
の
方
は
、
早
急
に
接
続
を
お

願
い
し
ま
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

市
役
所
上
水
道
課
（
八
木
支
所
内
）

　
　
℡ 

０
７
７
１
―
６
８
―
０
０
５
３

市
役
所
下
水
道
課
（
八
木
支
所
内
）

　
　
℡ 

０
７
７
１
―
６
８
―
０
０
５
４

｛ 新料金＋（旧料金－新料金）×調整率 ｝×消費税率

経過措置の期間 調整率
平成21年度（平成21年10月～平成22年3月）
平成22年度（平成22年4月～平成23年3月）
平成23年度（平成23年4月～平成24年3月）
平成24年度以降（平成24年4月～）

４分の３
４分の２
４分の１
料金統一

★  調整期間中の計算式  ★

（基本料金＋従量料金＋メーター使用料）×消費税率
　　　　（超過量×単価）

★  計算式  ★（上水道・簡易水道料金、下水道使用料共通）

上水道・簡易水道料金（平成21年10月から） 【表1】

下水道使用料（平成21年10月から） 【表2】

※下水道の場合、メーター使用料はありません。
※10円未満切捨

例えば…
上水道（口径20㎜）で使用水量50㎥の場合
{1,300円＋（20㎥×160円＋20㎥×170円）＋60円}×1.05
＝8 , 3 5 0円（10円未満切捨）になります。

基本料金（10㎥まで）

1,000円

基本料金

従量料金
（超過単価1㎥当たり）

160円11㎥～30㎥ 170円

170円31㎥～100㎥ 180円

180円101㎥～ 190円

170円11㎥～30㎥ 180円

180円31㎥～100㎥ 190円

190円101㎥～

従量料金（超過単価1㎥当たり）
1㎥～10㎥
11㎥～20㎥
21㎥～30㎥
31㎥～40㎥
41㎥～50㎥
51㎥～100㎥
101㎥～

100円
120円
140円
160円
180円
200円
220円

200円

上水道
メーター使用料（量水器口径別料金）

（上水道・簡易水道）

13㎜
20㎜
25㎜
30㎜
40㎜
50㎜
75㎜
100㎜

50円
60円
70円
110円
130円
260円
610円
820円

簡易水道

1,300円 1,600円
＋

＋

＋

上水道 簡易水道
口
径
20
㎜
以
下
口
径
25
㎜
以
上

インフォメーション


